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仙
台
市
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例
（
案
） 

  

標
記
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
百
十
二
条
及
び
仙
台
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
。 

 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日 

 

提 
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議 
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仙 
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市 

議 

会 

議 

長 

西 

澤 
 

啓 

文 
 

様 

 

 



仙
台
市
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
空
き
家
等
の
適
正
な
管
理
に
つ
い
て
市
及
び
所
有
者
等
の
責
務
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
空
き
家
等
の
適
正
な
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
環

境
の
保
全
並
び
に
防
災
及
び
防
犯
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

空
き
家
等 

本
市
の
区
域
内
に
存
す
る
常
時
無
人
の
状
態
に
あ
る
建
築
物
及
び
こ
れ
に
付
随
す

る
工
作
物
（
以
下
「
空
き
家
」
と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
敷
地
を
い
う
。 

二 

管
理
不
全
な
状
態 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 

イ 

老
朽
化
若
し
く
は
台
風
等
の
自
然
災
害
等
に
よ
る
空
き
家
の
倒
壊
又
は
空
き
家
に
用
い
ら
れ

た
建
築
材
料
の
飛
散
若
し
く
は
剥
落
に
よ
り
、
当
該
空
き
家
の
敷
地
外
に
お
い
て
人
の
生
命
、

身
体
又
は
財
産
に
被
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態 

ロ 

空
き
家
等
へ
の
不
特
定
の
者
の
侵
入
に
よ
り
、
火
災
又
は
犯
罪
が
誘
発
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ

る
状
態 

 
 

ハ 

雑
草
又
は
樹
木
の
繁
茂
等
に
よ
り
、
当
該
空
き
家
等
の
周
囲
の
生
活
環
境
の
保
全
に
支
障
を

及
ぼ
し
て
い
る
状
態 

三 

所
有
者
等 

所
有
者
又
は
管
理
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
を
い
う
。 

 

 

（
市
の
責
務
） 

第
三
条 

市
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
空
き
家
等
の
適
正
な
管
理
の
促
進
の
た
め
に
必

要
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
施
策
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
所
有
者
等
の
責
務
） 

第
四
条 

空
き
家
等
の
所
有
者
等
は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
空
き
家
等
が
管
理
不
全
な
状
態

に
な
ら
な
い
よ
う
適
正
に
こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
市
民
の
協
力
） 

第
五
条 

市
民
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

市
民
は
、
空
き
家
等
が
管
理
不
全
な
状
態
に
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
市
に

そ
の
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
調
査
等)

 

第
六
条 

市
長
は
、
空
き
家
等
が
管
理
不
全
な
状
態
に
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
又
は

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
か
ら
の
情
報
の
提
供
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
職
員
に
所
有
者
等
の
情
報
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
当
該
空
き
家
等
の
状
態
に
つ
い
て
当
該
空
き
家
の
敷
地
に
立
ち
入
ら
せ
、

調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
立
入
調
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ

っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な

ら
な
い
。 
 

（
助
言
及
び
指
導
） 



第
七
条 

市
長
は
、
前
条
第
一
項
の
調
査
に
よ
り
、
当
該
空
き
家
等
が
管
理
不
全
な
状
態
に
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
、
当
該
空
き
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
管
理
不
全
な
状
態
を
解
消
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
助
言
し
、
又
は
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
勧
告
） 

第
八
条 
市
長
は
、
空
き
家
等
の
所
有
者
等
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該

空
き
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
当
該
空
き
家
等
の
管
理
不
全
な
状
態
を
解
消
す
る

た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
措
置
命
令
） 

第
九
条 

市
長
は
、
空
き
家
等
の
所
有
者
等
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該

空
き
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
当
該
空
き
家
等
の
管
理
不
全
な
状
態
を
解
消
す
る

た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
命
令
の
対
象

と
な
る
所
有
者
等
に
対
し
、
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
表
） 

第
十
条 

市
長
は
、
当
該
空
き
家
等
の
所
有
者
等
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と

き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

当
該
命
令
に
従
わ
な
い
所
有
者
等
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
） 

 

二 

当
該
命
令
の
対
象
と
な
っ
た
空
き
家
等
の
所
在
地 

 

三 

当
該
命
令
の
内
容 

 

四 

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
公
表
の
対
象

と
な
る
所
有
者
等
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
執
行
） 

第
十
一
条 

市
長
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
空
き
家
等
の
所
有
者
等
が
、
当

該
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
履
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
不
履
行
を
放
置
す
る
こ
と
が
著
し
く
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

行
政
代
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
ら
当
該
空
き
家

等
の
所
有
者
等
の
な
す
べ
き
行
為
を
な
し
、
又
は
第
三
者
を
し
て
こ
れ
を
な
さ
し
め
、
そ
の
費
用
を

当
該
空
き
家
等
の
所
有
者
等
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
応
急
措
置
） 

第
十
二
条 

市
長
は
、
空
き
家
の
老
朽
化
等
に
よ
る
倒
壊
等
に
よ
り
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
重

大
な
損
害
を
及
ぼ
す
等
の
危
険
な
状
態
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
危
険
な
状
態
を

回
避
す
る
た
め
、
必
要
な
最
小
限
度
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
を
所
有
者
等
か
ら
徴
収
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
支
援
） 

第
十
三
条 

市
長
は
、
空
き
家
等
の
適
正
な
管
理
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
空
き
家
等
の
所
有
者
等
に
対

し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
か
ら
の
意
見
聴
取
） 

第
十
四
条 

市
長
は
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
公
表
又
は
代
執
行
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
空
き
家
等
の
管
理
不
全
な
状
態
に
つ
い
て
専
門
的
な
見
地
か
ら
客
観
的
に

判
断
す
る
た
め
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
空
き
家
等
の
適
正
な
管
理
の
促
進
の
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 



 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
十
五
条 

市
長
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
空
き

家
等
の
存
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
六
条 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 
 

 

理 

由 

 

生
活
環
境
の
保
全
並
び
に
防
災
及
び
防
犯
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
空
き
家
等
の
適
正
な
管

理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条

例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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